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各 位 

 

不動産投資信託証券発行者 

日本ロジスティクスファンド投資法人 

代表者名 執行役員 鈴木 靖一 

 （コード番号：8967） 

資産運用会社 

三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 鈴木 靖一 

問い合わせ先 CFO 財務企画部長 兼 経理部長 宮田 晋太郎 

 TEL.03-3238-7171 

 

規約の一部変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会にお

いて、規約の一部変更及び役員選任に関して、下記のとおり 2026 年 4 月 23 日開催予定の本投資法人の

第 16回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせ

します。なお、下記事項は本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

1．規約の一部変更の理由及び内容について 

変更理由及び変更内容は以下のとおりです。 

(1) 本投資法人のポートフォリオの資産規模及び収益性、並びに他の J-REIT における役員人数等を考慮

し、執行役員、監督役員及び役員会の機能を充分かつ適切に発揮するために必要な役員数と役員数の

増大による負担との均衡を図るために、執行役員は 1名とし、併せて監督役員の員数の上限を設ける

ものです（変更案第 18条関係）。 

(2)  本投資法人のより柔軟・多様な投資機会及び投資主価値の向上に資する資産の取得機会の拡大を図る

ため、「不動産関連資産」に、資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等資産に直接又は間接的に投資す

ることを目的とする投資事業有限責任組合契約に基づく権利及び不動産関連ローン等金銭債権等の

資産を追加し、また、「不動産関連資産」以外に投資が可能な特定資産に有価証券を追加した上で、こ

れらに関連する規定について必要な修正等を行うものです（変更案第 31 条第 1 項並びに第 32 条第 2

項及び第 3項関係）。 
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(3)  本投資法人において必要がある場合に投資が可能な資産について、信用金庫又は信用組合から融資を

受ける場合において、信用金庫法（昭和 26年法律第 238号、その後の改正を含みます。）又は中小企

業等協同組合法（昭和 24年法律第 181号、その後の改正を含みます。）に基づく出資を行う必要があ

ることから、有利子負債の調達手段の多様性を確保するため、かかる出資を追加し、併せて上記(2)の

変更に伴う必要な修正等を行うものです（変更案第 32条第 4項関係）。 

(4) 上記(2)の変更等を踏まえ、本投資法人の資産評価の方法及び基準について、必要な修正等を行うもの

です（変更案第 36条第 1項第 3号乃至第 8号関係）。 

(5) 資産運用会社が加入する金融商品取引業協会の名称について、商号変更等の可能性を踏まえ、所要の

変更を行うものです（変更案第 36条第 1項第 9号及び第 39条第 5号関係）。 

(6) 資産運用会社に対する資産運用報酬のうち運用報酬 1に関して、投資主価値の向上に資する多様な投

資機会の獲得に対するインセンティブを確保するため、運用報酬 1の算出対象となる収益に、匿名組

合分配金等の不動産対応資産に係る収益を追加する変更を行うものです（変更案別紙 1(1)関係）。 

(7) 資産運用会社に対する資産運用報酬のうち運用報酬 2に関して、本投資法人の成長戦略との整合性を

高め、投資主利益との連動を強化することを目的とし、1口当たり FFOの金額に連動する報酬体系へ

と変更を行うものです（変更案別紙 1(2)関係）。 

(8) 資産運用会社に対する資産運用報酬のうち取得報酬及び建替報酬に関して、現行規約第 32 条の変更

等を考慮し、その対象を、それぞれ、不動産関連資産又は不動産等資産とする変更を行うものです（変

更案別紙 1(3)及び(4)関係）。 

(9) 上記(7)による運用報酬 2 の変更に伴い、運用報酬 2 において不動産等売却益の発生が考慮されない

こととなるため、引き続き投資主価値向上に資する物件売却に対するインセンティブを確保するため、

譲渡益報酬を新設するものです（変更案別紙 1(5)関係）。 

(10) 本投資法人において他の投資法人との合併によって、資産規模、時価総額及びその他運用における

効率性の向上等を図る機会が生じた場合に、その実行に係る資産運用会社のインセンティブを確保す

るため、合併報酬を新設するものです（変更案別紙 1(6)関係）。 

(11) 上記(6)から(10)による資産運用会社に対する資産運用報酬の変更を、本投資法人の 2026年 7月期の

初日である 2026 年 2 月 1 日から適用することとするため、附則において、その旨を規定するもので

す（変更案第 42条関係）。 

(12) その他必要な字句の修正、条項数の整理等を行うものです。 

 

（規約一部変更の詳細については、添付資料「第 16 回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

2．役員の選任について 

提案理由及び提案内容は以下のとおりです。 

(1)  執行役員 鈴木 靖一から、任期の調整のため、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任したい旨の申

し出があったため、2026年 4月 23日付で、改めて執行役員 1名（候補者：鈴木 靖一）（注 1）を選任

するものです。 
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(2)  執行役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 2 名（候補者：関口 亮太及

び𠮷川 智司）（注 2）を選任するものです。 

(3) 監督役員 大山 剛から、本投資主総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出があり、また、監督役

員 大井 素美及び鴨下 香苗の 2 名から、任期の調整のため、本投資主総会終結の時をもって一旦辞

任したい旨の申し出があったため、2026 年 4 月 23 日付で、改めて監督役員 2 名（候補者：現監督役

員である大井 素美及び鴨下 香苗）の選任をお願いするものであります。 

 

（注 1） 執行役員候補者の鈴木 靖一は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パート

ナーズ株式会社の代表取締役社長です。 

（注 2） 補欠執行役員候補者の関口 亮太は、本投資法人が資産運用委託契約を締結している三井物産ロジスティクス・パ

ートナーズ株式会社の取締役総務部長です。また、補欠執行役員候補者の𠮷川 智司は、同社の取締役投資運用部

長です。 

 

（役員選任の詳細については、添付資料「第 16回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

3．投資主総会等の日程 

2026年3月17日 投資主総会提出議案の役員会決議 

2026年4月7日  投資主総会招集通知の発送（予定） 

2026年4月23日 投資主総会開催（予定） 

 

添付資料 

第 16回投資主総会招集ご通知 

 

以 上 

 

※ 本投資法人のウェブサイト  https://8967.jp/ 

https://8967.jp/
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